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（ 開議時刻 １０時００分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  これから輝くふるさと常任委員会を開会しま

す。 

  ただいまの出席委員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の審査日程は、あらかじめお手元に配布し

ているとおりです。 

  これから本日の審査日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名委員を指名します。本日

の会議録署名委員は、委員長から、藤岡徹委員及

び高宮一明委員を指名します。 

  次に、議案審査に入ります。質疑、答弁とも簡

潔、明快にお願いします。また、質疑する委員は、

質疑する箇所のページを示し、一問一答方式で質

疑お願いします。 

  初めに、日程第２、議案第８号、令和６年度葛

巻町一般会計補正予算（第７号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  10ページお願いいたしたいと思います。昨日も

地方交付税のことについてはお伺いしたところ

でございますが、今回普通交付税におきまして

7,700 万ほどの補正が出ているわけでございます

が、これの算出根拠となる基準財政収入額と基準

財政需要額について、今どのぐらいになっている

のかお伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  お答え申し上げます。基準財政収入額につきま

しては７億1,900万ほどになってございます。そ

れから、基準財政需要額につきましては 43 億

3,000万ほどになっておるものでございます。 

  なお、今回の普通交付税につきましては、国の

税収が好調だったことによりまして、それから併

せて地方における給与の改定等がございまして、

12月に普通交付税の追加交付があって、その分を

追加したものでございます。よろしくお願いいた

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。普通交付税については、たしか

12 月が最後の交付だったなと思っていましたの

で、併せて答えていただきましてありがとうござ

いました。 

  それから、もう一点お伺いいたしたいと思いま

す。一番最後のほうのページになりますが、41ペ

ージでございますが、予備費に2,400万ほどの補
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正額が出ているわけでございますが、現時点でこ

のように積立てするというふうなことは、繰越し

のような意味も含めての予備費の補正額なのか

お伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明 ） 

  予備費につきましては、歳入歳出精査した上

で、最終的な形での2,400万の増額ということで

予備費に計上したものでございます。委員ご指摘

のとおり、このまま執行されなければ、それが繰

越財源となるものでございますし、例えば急遽大

雪が降ったとか、そういった場合の財源ともなる

ものでございまして、適正規模で予備費、このく

らいの額を確保すればいいのかなというあたり

で補正したことでございますので、ご理解を賜り

たいと存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第８号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第８号、令和６年度

葛巻町一般会計補正予算（第７号）は、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第８号、

令和６年度葛巻町一般会計補正予算（第７号）は、

原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第３、議案第９号、令和６年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第９号を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第９号、令和６年度

葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第３号）は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第９号、

令和６年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会

計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決され

ました。 
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  次に、日程第４、議案第10号、令和６年度葛巻

町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 10 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第10号、令和６年

度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第10号、

令和６年度葛巻町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されま

した。 

  次に、日程第５、議案第11号、葛巻町道路占用

料徴収条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  現行の占用料が幾らになっているのか。それか

ら、今回改正する、増収分になるかと思っており

ますけれども、改正による増収影響額はどのぐら

いあるのかお尋ねをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  地域整備課長。 

 

地域整備課長（ 和野康弘 ） 

  ただいまの質問にお答え申し上げます。現行の

占用料につきましては、お手元に条例の中でお示

ししているとおりでございまして、各電柱の種類

だったりとか、あとは電線等々によりまして単価

が若干変わっております。そういうことでござい

ますが、全体としまして大体どのくらい占用料が

上がるのかということでございますが、単純に今

年度の占用の電柱の本数、あるいは電線等の延長

等を勘案した場合には約 20 万円ほど増加すると

いうふうに見込んでおります。ただ、これにつき

ましては、全てが更新されるものではございませ

ん。各年度によって電柱の本数等々も変わってき

ますので、一概にそうとはちょっと言い難いとこ

ろはございますけれども、ご理解賜りたいと存じ

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  分かりました。現行の占用料の総額は幾らかと
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いうふうなことも知りたかったわけでございま

して、20万円追加になるというふうなお話でござ

います。それはそれにしても、この20万円増収の

影響額については新年度予算のほうにも反映さ

れた額なのかどうか、もう一点お尋ねをいたした

いと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  地域整備課長。 

 

地域整備課長（ 和野康弘 ） 

  お答え申し上げます。先ほどちょっと私も全体

の占用料についてお答えしておりませんでした

けれども、約140万円ということで計算してござ

いました。 

  ただ、来年度の予算につきましては、実は同額

で現在提案させていただいております。といいま

すのは、先ほどもお話しいたしましたが、20万円

今の段階では増になると見込まれますけれども、

全てが更新されるとは限りません。そういうこと

から、現在も今年度と同額での計上をさせていた

だきながら考えてございました。 

  以上でございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 11 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第11号、葛巻町道

路占用料徴収条例の一部を改正する条例は、原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第11号、

葛巻町道路占用料徴収条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第６、議案第12号、災害弔慰金の支

給等に関する条例の一部を改正する条例を議題

とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 12 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第12号、災害弔慰

金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 
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（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第12号、

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例は、原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第７、議案第13号、職員の育児休業

等に関する条例等の一部を改正する条例を議題

とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 13 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第13号、職員の育

児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第13号、

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正

する条例は、原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第８、議案第14号、葛巻町課設置条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  今回の改正による第１条の部分に、建設水道課

が地域整備課に変わるというふうなことでござ

いますが、既に地域整備課にはなっているようで

ございますが、この条例改正に基づく課の設置条

例、あるいは漏らしてこのような形で今回なるも

のとは思っていますが、そのような認識でよろし

いのかお伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰 ） 

  ただいまのご質問にお答えさせていただきま

す。本来であれば昨年度のうちに改正しておくべ

きものでございましたが、改正漏れがあったとい

うことでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑の方。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 14 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第14号、葛巻町課
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設置条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第14号、

葛巻町課設置条例の一部を改正する条例は、原案

のとおり可決されました。 

  次に、日程第９、議案第15号、非常勤特別職の

職員の報酬に関する条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 15 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第15号、非常勤特

別職の職員の報酬に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第15号、

非常勤特別職の職員の報酬に関する条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。 

  次に、日程第 10、議案第 16 号、葛巻町地域情

報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  今回の条例でございますが、放送法による審議

会の設置義務がなくなったという認識でよろし

いのか確認をいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰 ） 

  お答えいたします。放送法に基づく審議会とい

う部分には変わりはございません。ですので、審

議会の設置というのは放送法に基づいて定めら

れているものでございます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  そうしますと、今までの放送法というのは特に

どのような関連がございますか。関係はないとい

うふうなことでしたよね。ではなかったですか。

じゃ、もう一度確認の意味でお答えしてくださ

い。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 
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  政策秘書課長。 

 

政策秘書課長（ 波紫徳彰 ） 

  お答えいたします。ケーブルテレビ等の放送事

業者、あるいは民放の放送事業者も含めてそうで

ございますが、放送法に基づきまして放送してい

る番組内容等を審議する諮問機関を設置すると

いうのが放送法で定められておりますので、その

放送法に基づいた審議会ということになってお

ります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一委員 ） 

  ほかに質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 16 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第16号、葛巻町地

域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第16号、

葛巻町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決されました。 

  次に、日程第 11、議案第 17 号、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 17 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第17号、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第17号、

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決さ

れました。 

  次に、日程第 12、議案第 18 号、葛巻町辺地総

合整備計画の変更に関し議決を求めることにつ

いてを議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 18 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第18号、葛巻町辺

地総合整備計画の変更に関し議決を求めること

については、原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第18号、

葛巻町辺地総合整備計画の変更に関し議決を求

めることについては、原案のとおり可決されまし

た。 

  以上で本日の審査日程は全て終了しました。 

  次回の輝くふるさと常任委員会は 14 日金曜日

の午前 10 時から再開しますので、本会議場にご

参集くださるようお知らせいたします。 

  本日はこれで散会いたします。ありがとうござ

いました。 

 

（ 散会時刻 １０時２６分 ） 


